
１．１７あしやフェニックス基金による防災活動等助成要領 

 

 

平成１９年３月１５日 

平成２５年４月１日改正 

平成２５年１２月１日改正 

平成２６年６月２７日改正 

平成３０年８月１５日改正 

令和４年４月１日改正 

 

１．１７あしやフェニックス基金による防災活動等助成の実施に当たっては、１．１７あし

やフェニックス基金による防災活動等助成要綱（平成１７年４月１日施行）に定めるものの

ほか、この実施要領に定めるところによる。 

 

（助成対象） 

第１条 助成要綱第２条第２項第１号に掲げる活動は、平成１７年４月１日以降に国内で発生

した自然災害を対象とする。但し、平成１６年度に発生した自然災害で市長が特に認めるも

のについては助成対象とする。 

  また、上記活動は、物資の提供のみの支援は対象外とする。 

２ 助成要綱第２条第２項第２号に掲げる自主防災組織の構築は、市長に届け出る自主防

災組織結成届（防災安全課所管）により認定する。 

既存の自主防災組織など（助成要綱第２条第１項第３号で規定するグループは除く）に

よる防災訓練等は、過去に実施した防災訓練と同一内容あるいは規模を縮小した場合は該

当しない。また、防災活動に必要な施設または設備の整備に関する事業は該当しない。 

（申請方法） 

第２条 申請者は、別紙様式１、様式２及び様式３に必要事項を記入し、添付書類を添え

て、活動（事業）実施予定日の２０日前までに市長に提出するものとする。但し、緊急

に活動を開始する場合は、この限りでない。 

２ 申請額は、１，０００円未満の端数は切り捨てとする。 

３ 助成要綱第２条第１項第３号で規定するグループは第 1項に加え、別紙様式８を記入し併

せて提出するものとする。 

（助成の決定） 

第３条 助成の可否は、１．１７あしやフェニックス基金助成金審査アドバイザー会議の助言

を参考に市長が予算の範囲内で決定し、承認されたグループには別紙様式４により通知する。 

（実施方法及び報告） 

第４条 活動の実施に当たっては、１．１７あしやフェニックス基金の助成を受けていること

を表示するものとする。 



２ 活動（事業）を実施したグループは、別紙様式７に必要事項を記入し、活動終了後１

か月以内に市長に提出するものとする。 

３ 報告書には、領収書及び写真・ちらし等活動状況がわかるものを添付する。 

４ 助成要綱第２条第２項第１号に基づく被災地等での活動は、別紙様式９及び様式１０

の活動証明書のみの添付で足りる。但し、別紙様式１０の活動証明書は、公的機関が発

行したものに限る。 

５ 助成要綱第２条第１項第３号で規定するグループが、助成要綱第２条第２項第１号に基づ

く被災地等での活動を実施した場合は、助成要綱第８条に規定する報告に加え、事務局が指

定する芦屋市内での報告を原則２回以上行うこととする。 

（助成金の支払い） 

第５条 助成金の支払いは、原則として精算払いとする。 

２ 支払いは、実績報告書の内容を確認の上、提出後１か月以内に申請書に記入された振

込先に振り込むものとする。 

（助成の対象となる経費） 

第６条 助成要綱第２条第２項第２号から第７号に掲げる活動に要する経費は、次に掲げるも

ののうち、市長が適切と認めるものを助成の対象とする。 

(1) 謝金（講師謝金、協力者謝金等） 

(2) 借料（会場借料、用具借料等） 

(3) 教材・用具費（テキスト代、ビデオ代等） 

(4) 旅費（交通費、日当） 

(5) 消耗品費（文房具代、フィルム代等） 

(6) 印刷製本費（印刷費、コピー代、写真現像プリント代等） 

(7) 通信運搬費（郵便、運送費等） 

(8) 保険料（傷害保険等） 

(9) その他活動実施に必要な経費で市長が認めるもの 

（活動（事業）の中止・変更等） 

第７条 活動の全部または一部を中止した場合あるいは内容を変更した場合は、別紙様式５に

必要事項を記入し、すみやかに届け出るものとする。 

（変更の承認） 

第８条 前条の規定による申請を受けた場合は、補助対象事業の変更の目的及び当該申請に係

る書類の内容を審査した上で、市長が予算の範囲内で助成の可否を決定し、承認されたグル

ープには別紙様式６により通知する。 


